
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）

一

事
業
譲
渡
に
よ
る
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る

手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め

の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）

一

事
業
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
近
隣
に
あ
る
と
き
に
旅
館
業
の
営
業
者
の
地
位
の
承
継
を
承
認
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
の
施
設
の
近
隣
に
お
い
て
旅
館
業
の
営
業
者
の
地
位
の
承
継
を
承
認
す
る
場
合
に
、
意
見
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め

の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

２

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例

３

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

４

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

５

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

６

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
一
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定

は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
知
事
の
在
任
期
間
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）

一

こ
の
条
例
は
、
幅
広
い
権
限
を
有
す
る
知
事
の
在
任
期
間
の
上
限
を
定
め
、
も
っ
て
県
政
を
刷
新

し
活
力
あ
る
県
政
の
運
営
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
の
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
職
に
連
続
し
て
三
期
を
超
え
て
在
任
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
に
知
事
の
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）

一

組
織
の
再
編
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例

２

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例



第
三
十
七
号
）

一

五
〇
一
会
議
室
（
和
室
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

五
〇
一
会
議
室
及
び
五
〇
二
会
議
室
の
利
用
料
金
の
基
準
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（

条
例
第
三
十
八
号
）

一

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
消
費
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例

３

徳
島
県
都
市
公
園
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
特
定
の
施
設
に
つ
い
て
、
新
た
な
占
用
料
の
区
分
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

条
例
第
四
十
号
）

一

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
個
室
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

当
分
の
間
、
一
の
使
用
料
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

。

●

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

一

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
に
、
住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
を
加
え

、
当
該
修
理
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
限
度
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
号
）

一

文
書
の
受
入
れ
及
び
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
講
ず
る
措
置
、
保
存
の
方
法
、

目
録
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
請
求
及
び
こ
れ
に
対
す
る
決
定
に
係
る
手
続
、
利
用
の
方
法
、
簡
便

な
方
法
に
よ
る
利
用
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
等
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
一
号
）

一

道
路
法
施
行
条
例
別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
、
県
道



徳
島
環
状
線
の
高
架
下
活
用
計
画
に
よ
り
広
場
の
用
途
に
供
さ
れ
る
施
設
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
四
十
二
号
）

一

公
文
書
の
例
外
と
な
る
文
書
を
管
理
す
る
施
設
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
廃
棄
に
係
る
協
議
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
努
力
義
務
を
負
う
出
資
法
人
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
三
号
）

一

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


